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県税納期一覧 

 

区  分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 納める方法 

個人の県民税 
  １期  ２期  ３期   ４期   

納税通知書 

による 

給与所得者は毎月 特別徴収 

法人の県民税 事業年度終了の日から２か月以内 申告納付 

県民税利子割 前月分を毎月１０日までに 申告納入 

県民税配当割 
前月分を毎月１０日までに 

（源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割については前年分を１月１０日までに） 
申告納入 

県民税 

株式等譲渡所得割 
前年分を１月１０日までに 申告納入 

個人の事業税 
 １期 

 

 
２期  納税通知書 

による 
（所得税の修正申告をした場合や事業を廃止した場合等は随時） 

法人の事業税 事業年度終了の日から２か月以内 申告納付 

地方消費税 

法人は事業年度終了後２か月以内 

個人事業者は翌年の３月３１日まで 

（消費税と併せて納めます） 

申告納付 

不動産取得税 随時 
納税通知書 

による 

県たばこ税 前月分を毎月末日までに 申告納付 

ゴルフ場利用税 前月分を毎月１５日までに 申告納入 

軽油引取税 
前月分を毎月末日までに 

（軽油を輸入した場合は輸入の許可の時までに） 
申告納入 

自動車税 

環境性能割 
随時 申告納付 

自動車税種別割 
 

年 

分 
 

納税通知書 

による 

新規登録のつど 証紙徴収 

鉱区税  
年 

分 
 

納税通知書 

による 

狩猟税  登録のつど  証紙徴収 

 

 
 

 

 

税 金 は 納 期 内 に 納 め ま し ょ う 


